
 

栗山公園の指定管理者候補者の選定結果について 

 

栗山公園の令和８年４月１日からの指定管理者につきまして、栗山町指定管理者選定委員会に

おいて、総合的に審査をした結果、下記のとおり指定管理者候補者として選定しましたので、お知ら

せします。 

なお、選定された指定管理者候補者は、今後町議会で指定の議決を得た後に、指定管理者とし

て正式に指定されることになります。 

 

記 

１．施設の概要 

施設名 所在地 施設規模等 

栗山公園 栗山町桜丘１～２丁目 敷地面積   ２３．９ ha 

 

２．指定管理者候補者 

団体名  株式会社 たかはしダリア 

代表者名  代表取締役 高橋 和則 

事務所所在地  栗山町朝日３丁目９６番地８１ 

 

３．指定期間 

 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

４．募集及び選定の経過 

 （１）応募団体数   １団体 

 （２）応募団体名   株式会社 たかはしダリア 

 （３）募集・審査日程・経過 

月 日 内    容 

令和７年１０月１日～ 
募集開始（町広報・ホームページ掲載） 

募集要項及び申込書類の配布 

令和７年１０月１日～７日 質問受付   質問件数 ０件 

令和７年１０月１４日～２７日 申込受付   申込者   １件 

令和７年１１月１１日 第４回指定管理者選定委員会  資格審査 

令和７年１１月１３日 第６回指定管理者選定委員会  プレゼンテーション・ヒアリング・審査 

令和７年１１月２０日 第７回指定管理者選定委員会  指定管理者候補者決定 

  

 

 

様式３ 



５．選定委員会委員 

委 員 長 古瀬 一芳（栗山町文化連盟会長） 

委    員 

木藤 浩二（栗山町社会教育委員長） 

高石 賢治（栗山町スポーツ推進委員） 

中井 浩輝（公募委員） 

田中 和樹（公募委員） 

小南 治朗（町総務課長） 

アドバイザー 新木   亘（公認会計士） 

 

６．選定審査の方法 

（１）資格審査 

   申込者から提出された申込書類を担当課において「指定管理者選定マニュアル」に基づく資格

審査を行い、審査結果を第４回指定管理者選定委員会に報告し、資格要件等が満たされてい

ることを確認しました。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

   指定管理者選定委員会において、申込者から提案内容についての説明（２０分間）を受け、そ

の後ヒアリング（１５分間）を行いました。 

（３）総合審査 

指定管理者選定委員会において、申込者から提出された申込書類、プレゼンテーション及びヒ

アリングの内容を基に、「栗山町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に

規定されている選定基準に基づく１０の審査項目ごとに審査・採点を行いました。 

 

７．選定結果の概要 

 （１）選定理由について 

   選定した候補者について、次の点において評価されました。 

・他団体・他施設との連携を図り、町全体を活性化するような自主事業が提案されている点が

評価できる。 

・栗山公園マップの作成や案内看板の設置など、利用者の目線に立って誰もが安心して利用

できる施設づくりに向けた取組が、更なる利用者サービスの向上につながるものと期待でき

る。 

・季節に応じた魅力ある様々な自主事業の提案がされており、更なる来場者の増加が期待で

きる。 

・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・インスタグラムなどのＳＮＳ、町広報や栗山公園ＨＰなど様々な媒体の活用によ

る情報発信により、町のＰＲや活性化が期待できる。 

・クレジットカード・二次元コード決済・キャッシュレス化への対応など、時代に沿った利用者ニ

ーズにも的確に対応する提案がなされており、更なる利用者サービスの向上に期待できる。 

 

 （２）審査結果一覧 

   別紙のとおり 



募集施設名

評価 得点

施設の設置目的や指定管理者に期待する役割を理解し、基本方針、事業目標に反映されている
か。

町（教育委員会）が示した管理に関する基本的方針と提案内容が合致されているか。

団体の基本的経営理念や運営方針が公の施設の管理運営ということとの適合性はどうか。

施設における平等利用の確保の方針や取組項目について、適正か。

事業内容等が一部の町民、団体に対して不当に利益の制限又は優遇するものになっていない
か。

サービス向上のための適切な取組が提案されているか。（幼児や老人、障害者への配慮、はじ
めての人も利用しやすいような配慮など）

利用者ニーズを的確に把握し、管理運営に反映させる提案となっているか。

窓口・受付業務の体制や利用者への対応等について適切に考えられているか。

トラブルや苦情処理の対応策について、適切な取組が提案されているか。（規定の整備や職員
研修など）

②施設の管理経費の縮減 管理費用（自主事業を除く）の総額が縮減されているか。 20 20.0

4.2（３）施設の適切な維持
及び管理並びに管理に係
る経費の縮減が図られる
ものであること

5 栗山公園 4.2①施設の適切な維持及び管理
(施設の維持管理の内容)

安心、安全な施設管理や災害や事故等に対する体制・対策など適切な施設の維持管理の考え方
となっているか。
また、効率的な管理運営についての方策が提案されているか。

Ⅰ

第三者に対する委託業務の適正確保について、適切に考えられているか。

記録・報告・評価についての考え方は適切か。
また、評価結果を見直し・改善につなげていく方策について提案されているか。

利用者満足度に係る目標設定について適切に考えられているか。
また、その目標を達成するための取組内容が適切であるか。

委託事業、自主事業の実施に係る目標設定について適切に考えられているか。
また、その目標を達成するための取組内容が適切であるか。

複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連携が図られる提案があるか。

20 栗山公園 4.3 17.2

4.3

5

（２）施設の効用を最大
限に発揮するものである
こと

①施設の最大限効果的な管理運営
(利用者の増加を図るための具体的
な手法及び期待される効果)

利用促進に関する基本的な考え方や自主事業実施の考え方が適切か。

Ⅰ

利用者数の目標設定について適切に考えられているか。
また、その目標を達成するための取組内容が適切であるか。

年間の広報計画の内容について、効果的な施設や事業の周知・ＰＲなど利用促進を図る具体的
提案となっているか。

5 4.2 4.2

4.2

③利用者に対するサービスの向上
(サービスの向上を図るための具体
的手法及び期待される効果)

5 4.3

②利用者の平等な利用の確保
(町民だれもが等しく利用できるた
めの具体的手法及び期待される効
果)

指定管理者候補者選定に係る審査採点表

栗山公園

4.2

株式会社たかはしダリア

（１）利用者の平等な利
用の確保及びサービスの
向上が図られるものであ
ること

①施設の設置目的等との適合性

選定基準 審査項目 審査の視点
施設の
類型

配点 施設名

様式３（別紙）



募集施設名

評価 得点

栗山公園

株式会社たかはしダリア
選定基準 審査項目 審査の視点

施設の
類型

配点 施設名

適切かつ安定的な施設の管理運営を行うための組織体制や責任者の配置について考えられてい
るか。

適切な職員の配置となっているか。
必要な職員の採用や確保の方策は適切になされているか。
また、町内からの雇用について計画されているか。

職員の指導育成や研修体制について適切に計画されているか。（定期的な研修会等の開催な
ど）

業務に関連する専門的な知識を有する経験者または資格保有者が配置されているか。

施設の収支計画書が適切かどうか。
また、事業計画との整合性は図られているか。

資金管理に関する規定の整備など事故防止の仕組みなど適切に考えられているか。

安定的な施設の管理運営を行っていくため、財務状況は良好となっているか。
また、財政基盤や債務の状況などはどうか。

これまで施設等の管理運営の実績があるか。
また、その実績はどうか。

複数の団体が共同して一つの応募団体となっている場合、それぞれの責任分担等が明確になっ
ているか。

個人情報保護のための適切な措置がなされているか。
その他法令の遵守に対する適切な措置がなされているか。

受託への熱意・意欲が感じられるか。

②現指定管理者の管理運営におけ
る実績評価

現指定管理者の管理運営の実績評価に基づく措置（高評価事業者に限る） 10 - -

110 87.6

施設や周辺地域の良好な環境の保全に対し、適切な取組がなされているか。

15 栗山公園 4.5 13.5（５）その他町長又は教
育委員会が別に定める基
準

8.0

4.0 12.0

①地域住民や関係団体との連携と
効果的な管理運営

地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開などの具体的提案がされているか。
（指定管理者協議会の設置・運営の考え方など）

Ⅰ

施設の管理運営にあたって、地域や関係機関、ボランティア等との連携について、具体的提案
がされているか。

地域の経済効果等に配慮した事業の実施や町内業者への発注などの具体的提案がされている
か。

（４）施設の管理を安定
して行う人員、資産その
他経営の規模及び能力を
有しており、又は確保で
きる見込みがあること

①施設の管理運営に必要な人員配
置等（安定的な運営が可能となる
人的能力）

10

②団体等の経営の規模及び能力等
（収支計画の内容及び合理性）
（安定的な運営が可能となる財政
基盤）

15

4.0

合　　　　計


